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衆
議
院
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木
宗
男
君
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杉
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千
畝
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第
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、
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弁
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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
杉
原
千
畝
元
在
カ
ウ
ナ
ス
日
本
国
領
事
代
理
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
三
年
十
月
六
日
に
お
け
る
当
時
の
鈴
木
宗
男
外
務
政
務
次
官
と
ラ
ン
ズ
ベ
ル
ギ
ス
・
リ
ト
ア
ニ
ア
共
和
国
最
高
会
議

議
長
と
の
会
談
に
つ
い
て
記
録
し
た
文
書
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
十
八
年
四
月
四
日
内
閣
衆
質
一
六
四
第
一
八
一
号
）
三

に
つ
い
て
で
述
べ
た
文
書
の
み
で
あ
り
、
当
該
文
書
に
お
い
て
は
、
杉
原
千
畝
在
カ
ウ
ナ
ス
領
事
館
副
領
事
（
当
時
。
以
下

「
杉
原
副
領
事
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

二
に
つ
い
て

外
務
省
に
保
管
さ
れ
て
い
る
文
書
に
よ
り
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
平
成
三
年
十
月
、
当
時
の
鈴
木
宗
男
外
務
政
務
次
官

は
、
リ
ト
ア
ニ
ア
共
和
国
に
お
い
て
、
ヴ
ァ
グ
ノ
リ
ュ
ス
首
相
、
サ
ウ
ダ
ル
ガ
ス
外
相
及
び
チ
ウ
リ
ニ
カ
ス
・
カ
ウ
ナ
ス
市

長
と
会
談
し
た
。
チ
ウ
リ
ニ
カ
ス
・
カ
ウ
ナ
ス
市
長
と
の
会
談
に
つ
い
て
記
録
し
た
文
書
に
お
い
て
、
杉
原
副
領
事
に
つ
い

て
言
及
さ
れ
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

平
成
三
年
十
月
、
杉
原
副
領
事
の
勇
気
あ
る
行
動
は
ユ
ダ
ヤ
系
社
会
を
中
心
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
お
り
、
外
務
省
と

一



し
て
も
リ
ト
ア
ニ
ア
と
の
外
交
関
係
開
設
の
機
会
に
改
め
て
杉
原
副
領
事
の
功
績
を
た
た
え
る
も
の
で
あ
る
旨
、
杉
原
副
領

事
が
訓
令
違
反
を
理
由
と
し
て
退
職
を
命
ぜ
ら
れ
た
と
は
考
え
難
い
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
議
論
に
深
く
立
ち
入
る
こ
と

が
な
い
よ
う
に
す
る
旨
等
が
記
載
さ
れ
た
文
書
が
、
外
務
本
省
か
ら
在
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
日
本
国
大
使
館
等
に
対
し
送
付
さ
れ

て
い
る
。

な
お
、
杉
原
副
領
事
が
外
務
省
を
退
職
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日
内
閣
衆
質

一
六
四
第
一
五
五
号
）
の
六
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

二


